
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

キラキラ保護者教室を行いました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キラキラ通信 
郡山養護学校 地域支援部だより 第１号 平成２８年７月１１日（月）発行 

 

 

「地域支援部」は、本学校の児童生徒と保護者の方の相談を受けたり、地域の幼児児童

生徒とその関係者(保護者、教員等)の相談に応じたりしています。また、特別支援教育に

ついての情報や地域の支援状況についての情報を提供しています。 

～部員を紹介します～ 

○地域支援部長 益子美樹子   ○副部長 菅野美恵 

○小学部 遠宮仁子  三瓶史子  小林由美  山﨑亨  

     松本千智  五十嵐亜子 

○中学部 大河原聡子  井上恵子 

○高等部 小野理恵  菱沼郁子 

 

第 1回 第２回 

 

 ５／２０（金）に 

「就学についてのお話会」のテーマで 

開催し、未就学児の保護者９名が 

出席しました。 

講師に、養護教育センターより 

  橋本淳一企画事業部長を お招きし、 

  就学に関するスケジュール や 

  就学先の考え方  などについて、 

  お話を 伺いました。 

   後半に設けた質疑・応答の時間 

  では、「就学に関する相談をどこに 

申し込めば良いか?」、「相談に必要な 

準備物は何か?」などの質問が寄せ 

られ、橋本先生に、具体例をもとに 

お答えいただきました。 

   

５／２０（金）に就学についてのお話会

のテーマで開催し、未就学児の保護者９

名が出席しました。 

  講師に、養護教育センターより橋本 

淳一企画事業部長をお招きし、 就学に関

するスケジュールや就学先の選び方  

などについて、お話を伺いました。 

   後半に設けた質疑・応答の時間では、 

「就学に関する相談をどこに申し込めば

良いか?」、「相談に必要な準備物は何か?」

などの質問が寄せられ、橋本先生に、具体

例をもとにお答えいただきました。 

   

 

  

６／１６（木）に、第２回キラキラ保護

者教室を行いました。今回のテーマは、「福

祉サービスの使い方」でした。講師に、相

談支援事業所 エッコの相談支援員の方

をお招きし、利用できるサービスの種類や

手続きの方法などを具体的にお話してい

ただきました。参加された保護者の方々か

らは、「手帳を取得したばかりで知識不足

だったので、お話を聞けて良かったです。」 

等の感想をいただきました。 

 

お困りの際は、 

いつでもお声

掛けください。 

2 学期は、第 3 回「先輩お母さんとのお茶会～どうしていますか？おうちのこと、

学校のこと～」、第 4 回「ストレッチや体操の体験教室～親子でのびのび、きもちよ～

くストレッチ～」を予定しています。 



児童生徒が利用できる福祉サービスには、様々なものがありますが、今回は、「放課後

等デイサービス」についてご紹介します。 

 

 

キラキラ教室のご案内 
「キラキラ教室」とは、身体に不自由のある未就学のお子さんと、その保護者の方を対象

とした親と子の遊びの教室です。ここでは、私たち教師が一緒に活動に取り組みます。身体

全体を使ったダイナミックな遊具遊びやスイッチを使ったおもちゃ遊び、集団遊びなどを行

います。みなさんのお近くで、子育てに困っている方や興味のある方がいらっしゃいました

ら、ぜひご紹介ください。 

 日時：第１回 平成２８年７月２６日（火） ９：３０～１１：１５  

     第２回 平成２８年８月 ３日（水） ９：３０～１１：１５      

＊ ホームページでも紹介しています。 

 

今年度から２階自立活動室前に地域支援部

の掲示板が新しく設置されました。また、１

階小学部職員室近くにも掲示板があります。

事業所の案内や講演会のお知らせなど、地域

支援に関する情報を随時掲示していきますの

で、来校された際にはぜひご覧ください。 

掲示板についてのお知らせ 

「放課後等デイサービス」

とは・・・ 

 就学中（小１から高３）におい

て障がいのある児童生徒に、放課

後や夏休み等の休業日を利用し

て、生活能力の向上や社会との交

流促進等を図るために訓練等を行

うサービスです。 

 

本校の小学部の児童が実際に利用している郡山市内

にある事業所をお知らせします。 

◎児童通所支援事業所 さくらんぼ 

◎放課後クラブ 「コミュニテイ」 

 ◎放課後等デイサービス ひかり鳴神教室 

 ◎福島県総合療育センター  

児童発達支援センター ひだまり 

 ◎ピッコロクラブ 

 ◎ルピナス放課後デイサービス 

  

 

児童生徒が利用できる福祉サービスの紹介 

～放課後等デイサービス～ 
 

＊福祉サービスの利用に当たっては、市町村に相談をし、「受給者証」を発行してもらう

必要があります。希望した児童生徒全員が利用できるというわけではありませんが、利

用を考えている方は、是非、各市町村の福祉課の方にご相談ください。 

 


